
議
案
番
号

会派名及び議員名
　　

議案名

議
　
決
　
結
　
果
　

黎明21 新政策研究会 発言と行
動する会 公明党 日本

共産党
まち
（※）

加
　
藤
　
誠
　
一

吉
　
野
　
　
　
修

秋
　
山
　
佳
　
于

新
　
井
　
教
　
弘

梁
　
瀬
　
里
　
司

平
　
社
　
輝
　
男

松
　
本
　
安
　
夫

野
　
口
　
啓
　
造

柴
　
﨑
　
登
美
夫

野
　
本
　
翔
　
平

小
　
林
　
友
　
明

香
　
川
　
宏
　
行

吉
　
田
　
豊
　
彦

細
　
谷
　
美
恵
子

高
　
橋
　
弘
　
行

石
　
井
　
直
　
彦

江
　
川
　
直
　
一

二
本
柳
　
妃
佐
子

大
河
原
　
梅
　
夫

斉
　
藤
　
博
　
美

大
久
保
　
　
　
忠

三
　
宅
　
盾
　
子

（諮問）
第1号

人権擁護委員の推薦につき意見を求める
について 適任 ○ ○ ○ ○ ○

議　　　　　　
長

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

【議案】
第30号

行田市公平委員会委員の選任につき同意
を求めるについて 同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第31号 平成２７年度行田市一般会計補正予算（第
１回） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

第32号 行田市税条例等の一部を改正する条例 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

第33号 行田市都市計画税条例の一部を改正する
条例 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

第34号 行田市商工センター条例の一部を改正する
条例 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

第35号 行田市介護保険条例の一部を改正する条
例 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第36号 行田市都市公園条例の一部を改正する条
例 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

第37号 行田市斎場待合棟・火葬棟耐震補強及び
改修工事請負契約の締結について 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第38号 ２５ｍ級屈折はしご付消防自動車の取得に
ついて 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第39号 行田市副市長の選任につき同意を求めるに
ついて 同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第40号 行田市教育委員会教育長の任命につき同
意を求めるについて 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（議員提出議案）
（議）
第3号 行田市議会会議規則の一部を改正する規則 可決 ○ ○ ○ ○ ○ 議

長 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（請願）

【議請】
第2号

集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回
と、この決定にもとづく法整備を行わないこ
とを国へ求める意見書提出についての請願

不採
択 × × × × × 議

長 × × × × × × × × ○ × × × × ○ ○ ○

※議長は採決に加わりません。（可否同数の場合は議長裁決となります。）

規　則

男
女
共
同
参
画

　
　
　
　の
推
進

平成27年6月 定例市議会
※まち…まちを住みよくする会　 
　　　　　　（賛成：○　反対：×）

　 
（市長提出議案） 

○
行
田
市
議
会
会
議
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
（
原
案
可
決
）

　
近
年
の
男
女
共
同
参
画
の
状
況

に
か
ん
が
み
、
地
方
議
会
に
お
い

て
も
男
女
共
同
参
画
を
考
慮
し
た

議
会
活
動
を
促
進
す
る
た
め
、
全

国
市
議
会
議
長
会
の
「
標
準
市
議

会
会
議
規
則
」が
一
部
改
正
さ
れ
、

会
議
等
の
欠
席
事
由
と
し
て
「
出

産
」が
明
文
化
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

標
準
市
議
会
会
議
規
則
を
準
用
す

る
本
市
議
会
会
議
規
則
に
つ
い
て

も
同
様
に
、
出
産
を
理
由
に
本
会

議
ま
た
は
委
員
会
を
欠
席
す
る
場

合
の
届
出
等
に
関
す
る
規
定
を
新

た
に
加
え
る
改
正
を
行
う
も
の
で

あ
る
。

　
な
お
、
施
行
期
日
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
当
委
員
会
で
は
、
付
託
を
受
け

た
5
議
案
に
つ
い
て
審
査
を
行
い
、

原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、請
願
1
件
に
つ
い
て
は
、

不
採
択
と
し
ま
し
た
。

○
行
田
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

問
　
ふ
る
さ
と
納
税
に
係
る
ワ
ン

ス
ト
ッ
プ
特
例
に
よ
り
、
所
得
税

も
住
民
税
か
ら
控
除
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
、
本
市
と
し
て
も
市
税
が

減
収
と
な
る
が
、
ど
の
よ
う
に
考

え
、
対
応
し
て
い
く
の
か
。

答
　
住
民
税
の
中
で
所
得
税
も
控

除
す
る
形
と
な
る
た
め
、
住
民
税

が
減
収
と
な
る
が
、
所
得
税
に
係

る
控
除
分
は
当
然
、
市
に
対
し
国

か
ら
補
填
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考

え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
未

だ
そ
の
制
度
が
明
確
で
な
い
た
め
、

今
後
、
制
度
の
構
築
を
注
視
し
、

機
会
が
あ
れ
ば
要
望
し
て
い
き
た

い
。

○
行
田
市
斎
場
待
合
棟
・
火
葬
棟

耐
震
補
強
及
び
改
修
工
事
請
負
契

約
の
締
結
に
つ
い
て

問
　
斎
場
の
改
修
等
を
平
成
25
年

度
か
ら
実
施
し
て
い
る
が
、
こ
の

間
、
改
修
等
に
係
る
検
討
を
ど
の

よ
う
に
行
っ
て
き
た
の
か
。

答
　
平
成
24
年
度
に
改
修
等
に
係

る
基
本
計
画
を
策
定
し
た
が
、
そ

の
際
、
現
場
に
勤
め
る
職
員
及
び

利
用
者
の
意
見
や
、
葬
祭
業
者
の

意
見
を
参
考
に
協
議
、
検
討
し
策

定
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
計
画

に
基
づ
き
現
在
ま
で
実
施
し
て
き

た
も
の
で
あ
る
。

問
　
入
札
に
関
し
、雇
用
の
問
題
、

賃
金
の
問
題
等
が
考
慮
さ
れ
て
い

る
の
か
。

答
　
入
札
に
つ
い
て
は
、
地
元
経

済
の
活
性
化
等
を
考
慮
し
、
市
内

業
者
に
参
加
機
会
を
優
先
的
に
提

供
す
る
と
い
う
考
え
に
基
づ
き
実

施
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
雇
用
や

賃
金
等
、
具
体
的
な
も
の
に
つ
い

て
は
業
者
間
の
問
題
と
な
る
た
め
、

把
握
し
て
い
な
い
。

○
25
ｍ
級
屈
折
は
し
ご
付
消
防
自

動
車
の
取
得
に
つ
い
て

問
　
4
社
に
限
っ
て
指
名
競
争
入

札
と
し
た
理
由
は
何
か
。

問答問問 答

問答

答
　
は
し
ご
付
消
防
自
動
車
は
複

雑
、
繊
細
な
装
備
を
備
え
た
消
防

自
動
車
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
点

を
考
慮
し
、
実
績
の
あ
る
会
社
を

で
き
る
だ
け
多
く
選
ん
だ
結
果
、

４
社
を
指
名
し
た
も
の
で
あ
る
。

問
　
入
札
の
透
明
性
を
高
め
る
た

め
に
も
一
般
競
争
入
札
と
し
た
ら

ど
う
か
。

答
　
会
社
が
独
自
に
入
札
情
報
を

知
る
機
会
が
非
常
に
大
切
で
あ
り
、

人
口
規
模
が
大
き
い
市
は
当
然
注

目
度
も
高
い
。
し
か
し
、
人
口
規

模
が
大
き
い
市
と
比
べ
た
場
合
、

本
市
は
注
目
度
も
そ
れ
ほ
ど
高
い

と
は
言
え
ず
、
周
知
徹
底
が
期
待

で
き
な
い
た
め
、
指
名
競
争
入
札

と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
今
後
も
指
名
競
争
入
札

が
主
と
な
る
と
考
え
て
お
り
、
一

般
競
争
入
札
の
導
入
時
期
に
つ
い

て
は
、
周
知
方
法
等
を
含
め
、
将

来
的
な
検
討
課
題
と
し
た
い
。

○
平
成
27
年
度
行
田
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
１
回
）
に
つ
い
て

問
　
株
式
譲
渡
に
係
る
還
付
金
が

当
初
の
見
込
み
よ
り
不
足
と
な
っ

た
要
因
は
何
か
。

答
　
少
額
投
資
非
課
税
制
度
、
い

わ
ゆ
る
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
が
創
設
さ
れ
た

た
め
、
株
式
譲
渡
に
係
る
控
除
額

が
増
え
た
こ
と
に
よ
り
不
足
す
る

こ
と
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
当
委
員
会
で
は
、
付
託
を
受
け

た
2
議
案
及
び
総
務
文
教
常
任
委

員
会
か
ら
審
査
依
頼
の
受
け
た
1

議
案
に
つ
い
て
審
査
を
行
い
、
い

ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま

し
た
。

○
行
田
市
都
市
公
園
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

問
　
条
例
改
正
の
理
由
と
そ
の
目

的
は
何
か
。

答
　
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上
の

た
め
、
ま
た
、
指
定
管
理
者
の
自

主
的
な
経
営
努
力
や
主
体
性
を
促

す
こ
と
を
目
的
に
、
指
定
管
理
者

へ
裁
量
権
を
与
え
る
よ
う
改
正
す

総
務
文
教
常
任
委
員
会

常
任
委
員
会
の
動
き
◯ 

審
査
概
要
・
活
動

問 答答

問答問答
建
設
環
境
常
任
委
員
会

議
員
提
出
議
案

る
も
の
で
あ
る
。

問
　
供
用
時
間
及
び
使
用
料
に
つ

い
て
の
具
体
的
な
変
更
予
定
は
あ

る
か
。

答
　
現
時
点
で
は
そ
の
よ
う
な
予

定
は
な
い
。
ま
た
、
変
更
に
関
し

て
は
、
今
後
決
定
し
て
い
く
指
定

管
理
者
か
ら
の
提
案
が
あ
る
も
の

と
考
え
る
。

問
　
指
定
管
理
者
の
公
募
の
結
果
、

応
募
が
な
か
っ
た
場
合
は
ど
う
対

応
す
る
の
か
。

答
　
よ
り
適
切
な
施
設
運
営
の
た

め
、
い
き
い
き
財
団
を
含
め
複
数

の
応
募
を
期
待
し
て
い
る
が
、
仮

に
応
募
が
無
か
っ
た
場
合
に
は
、

業
者
へ
の
管
理
業
務
委
託
や
本
市

に
よ
る
直
接
管
理
も
検
討
せ
ざ
る

を
得
な
い
。

○
行
田
市
商
工
セ
ン
タ
ー
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

問
　
指
定
管
理
者
制
度
に
よ
る
本

市
の
メ
リ
ッ
ト
は
何
か
。

答
　
指
定
管
理
料
の
縮
減
は
も
と

よ
り
、
指
定
管
理
者
が
独
自
に
有

す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
を
発
揮
す
る
こ
と

で
、
今
ま
で
以
上
に
適
切
な
施
設

の
管
理
運
営
や
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

が
期
待
さ
れ
る
。

問
　
指
定
管
理
者
の
公
募
を
行
う

に
あ
た
っ
て
、
民
間
事
業
者
が
参

入
し
や
す
い
よ
う
わ
か
り
や
す
い

情
報
開
示
が
求
め
ら
れ
る
が
、
ど

の
よ
う
に
示
し
て
い
く
の
か
。

答
　
募
集
要
綱
中
に
、
本
市
と
指

定
管
理
者
の
役
割
や
修
繕
区
分
等

を
明
記
す
る
こ
と
で
、
参
入
希
望

者
が
現
状
を
把
握
で
き
る
よ
う
努

め
る
。

○
平
成
27
年
度
行
田
市
一
般
会
計

補
正
予
算
に
つ
い
て

問
　
埼
玉
県
信
用
保
証
協
会
に
よ

る
代
位
弁
済
が
発
生
し
た
場
合
に

本
市
が
負
担
す
る
損
失
補
償
額
の

内
容
と
は
。

答
　
未
返
済
融
資
額
の
う
ち
、
金

融
機
関
が
20
％
を
、
日
本
政
策
金

融
公
庫
が
64
％
を
そ
れ
ぞ
れ
負
担

し
、
残
り
の
16
％
の
う
ち
、
埼
玉

県
信
用
保
証
協
会
と
本
市
が
２
分

の
１
ず
つ
負
担
す
る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
。

　
ま
た
、
本
市
と
埼
玉
県
信
用
保

証
協
会
と
の
契
約
に
よ
り
、
埼
玉

県
信
用
保
証
協
会
が
代
位
弁
済
を

行
っ
た
際
に
か
か
る
利
子
を
、
本

市
が
負
担
す
る
こ
と
と
し
て
い
る

た
め
、
未
返
済
融
資
額
の
8
％
に

金
利
分
を
加
え
た
金
額
を
損
失
補

償
金
と
し
て
負
担
し
て
い
る
。

　
当
委
員
会
で
は
、
付
託
を
受
け

た
1
議
案
及
び
総
務
文
教
常
任
委

員
会
か
ら
審
査
依
頼
の
受
け
た
1

議
案
に
つ
い
て
審
査
を
行
い
、
い

ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま

し
た
。

○
行
田
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

問
　
本
市
の
介
護
保
険
料
は
、
県

内
63
自
治
体
の
う
ち
23
番
目
に
高

い
が
、
市
の
認
識
は
。

答
　
介
護
保
険
料
を
算
定
す
る
際
、

基
本
と
な
る
介
護
給
付
費
が
、
高

齢
化
率
や
介
護
保
険
利
用
者
の
増

加
等
の
要
因
で
毎
年
増
加
し
て
い

る
。
ま
た
、
市
内
の
介
護
施
設
整

備
状
況
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
因

が
重
な
り
、
県
内
で
高
い
と
こ
ろ

に
位
置
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

問
　
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
う
ち

特
に
所
得
の
低
い
方
に
対
す
る
減

額
措
置
と
の
説
明
が
あ
っ
た
が
、

「
世
帯
」
の
捉
え
方
は
。

答
　
住
民
基
本
台
帳
に
基
づ
き
、

把
握
す
る
も
の
で
あ
る

○
平
成
27
年
度
行
田
市
一
般
会
計

補
正
予
算
に
つ
い
て

問
　
（
仮
称
）
南
第
2
学
童
保
育

室
が
新
設
さ
れ
る
と
利
用
状
況
は

ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
か
。

答
　
現
在
、
南
小
学
校
で
は
、
南

学
童
保
育
室
を
利
用
す
る
44
人
と

み
ず
し
ろ
学
童
保
育
室
を
利
用
す

る
23
人
の
児
童
の
他
、
送
迎
支
援

に
よ
り
、
学
区
外
の
学
童
保
育
室

を
利
用
し
て
い
る
児
童
が
い
る
状

況
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
南
第
2

学
童
保
育
室
を
設
置
す
る
こ
と
に

よ
り
、
入
室
希
望
者
全
員
を
南
小

学
校
区
内
で
受
入
れ
が
可
能
と
な

る
。

問
　
今
後
の
入
室
希
望
児
童
数
等

の
試
算
は
行
な
っ
た
の
か
。

答
　
南
小
学
校
区
に
お
け
る
今
後

5
年
間
の
充
足
率
は
、
南
学
童
保

育
室
及
び
み
ず
し
ろ
学
童
保
育
室

と
も
に
1
0
0
％
を
超
え
る
試
算

と
な
っ
た
た
め
、
施
設
設
置
は
必

要
と
考
え
る
。

問
　
余
裕
教
室
の
改
修
費
用
2
千

万
円
は
高
額
だ
が
、
主
な
要
因
は
。

答
　
防
犯
上
の
観
点
か
ら
小
学
校

と
学
童
保
育
室
を
区
分
す
る
必
要

が
生
じ
た
た
め
、
学
童
保
育
室
用

の
ト
イ
レ
を
建
物
外
に
設
置
す
る

費
用
が
大
き
な
要
因
で
あ
る
。

問
　
3
歳
未
満
児
の
う
ち
第
3
子

以
降
の
保
育
料
が
無
料
と
な
る
こ

と
で
、
今
後
、
子
ど
も
を
保
育
園

に
預
け
て
働
く
保
護
者
も
増
え
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
保
育
園

の
定
員
等
を
増
や
す
考
え
は
あ
る

か
。

答
　
3
歳
未
満
児
を
預
け
る
た
め

に
は
、
保
育
園
が
必
要
と
な
る
こ

と
か
ら
、
幼
稚
園
と
保
育
園
の
機

能
を
併
せ
持
つ
、
認
定
こ
ど
も
園

へ
の
移
行
に
つ
い
て
、
支
援
し
て

い
き
た
い
。

　
6
月
3
日
に
6
月
定
例
会
運
営

の
た
め
の
委
員
会
を
開
催
し
、
会

期
日
程
、
議
案
及
び
請
願
の
取
り

扱
い
に
つ
い
て
協
議
し
ま
し
た
。

そ
の
際
、
一
般
質
問
の
発
言
順
序

を
く
じ
に
よ
り
決
定
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
6
月
11
日
に
は
議
会
運

総務文教常任委員会

建設環境常任委員会

問答問問 答

営
に
関
す
る
こ
と
及
び
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
議
会
議
員
選
挙

の
実
施
に
つ
い
て
、
30
日
に
は
追

加
議
案
の
取
り
扱
い
な
ど
に
つ
い

て
協
議
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
会
議
終
了
後
に
次
期

定
例
会
の
初
日
及
び
日
程
表
（
予

定
）
に
つ
い
て
協
議
す
る
と
と
も

に
、
6
月
定
例
会
の
総
括
を
行
い

ま
し
た
。

　
全
国
市
議
会
議
長
会
及
び
埼
玉

県
市
議
会
議
長
会
の
各
定
期
総
会

に
お
い
て
、
市
議
会
議
員
と
し
て

永
年
に
わ
た
り
地
方
自
治
の
発
展

に
寄
与
し
た
功
績
に
よ
り
、
各
議

長
会
か
ら
吉
田
豊
彦
議
員
が
表
彰

さ
れ
ま
し
た
。

○
市
議
会
議
員
在
職
20
年
以
上


